
－ ８ －

電話番号担　当　集　落氏　　　名電話番号担　当　集　落氏　　　名

５７－０６３８白猿永 野 眞 一５７－１２８７下手羽　有　又　男

５７－１１１４北方町平 原 行 乃５７－００７０下中福良・上中福良赤 � 一 幸

５８－００７３金山（若宮・丸山・永野上）辻 松 靖 浩５７－０１３１町姉 川 美 子

５８－０４０１金山（鉱事場・永野下）・山峯平 山 正 人５７－１４２６橋掛・搦・境田小野原　郁　男

５８－０３６３平田上国料　紀　子５７－００５４下狩宿・上狩宿戸 島 道 雄

５８－０４５７上村・仕明・寺元坂　元　ウキ子５７－０３４７熊田上　 � 義虎

５８－０１１５丁町・吉川橋 口 昌 子５７－１１７７戸子田山 下 悦 子

５８－０８６１岩元・新地・駒ヶ段下別府　眞　弓５７－０２２８広橋・黒鳥藤　井　タツヱ

５７－０３７８簗平・下別府原　 敬 藏５７－１２１７別野前 田　  健 
すぐや

５８－０７０７池山・薬師・段森　 輝 美５７－１０３５弓之尾松 下　  涼 
すずみ

５７－０１６６主任児童委員内 倉 隆 男５７－０２３２尾原中 野 五 子

５７－０７３６主任児童委員蓑牟田　 慶 　 溢 
けい いつ

５７－０６７１武尾付野　昭　俊

����������
��������	
���������

����������

　民生委員は、地域住民の福祉向上のために、昭和２３年に制定された民生委員法に基づいて厚生

労働大臣が委嘱する民間の奉仕者で、児童福祉法による児童委員も兼ねています。その職務は住

民の生活状態の適切な把握、要援助者への相談・援助、福祉サービスの情報提供、社会福祉事業

者との連携・支援、関係行政機関の業務協力などで、社会福祉の精神に基づく活動をおこなって

います。

　もし生活をするうえで困ったり、福祉のことで分からないことがありましたら地域の民生委員

児童委員（下記を参照）に相談してください。
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　民生委員・児童委員（町内に２名）は、各担当地域において個別援助活動、児童健全育成活動、

子育て支援活動など様々な児童福祉活動をおこなっていますが、主任児童委員は担当の地区を持

たずに児童に関する事項を専門的に担当し、地区担当委員と一体となって活動しています。
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６
月
１
日
は
「
人
権
擁
護
委
員

の
日
」
で
す
。

　

現
在
、
人
権
に
対
す
る
差
別
、

人
間
関
係
で
悩
ん
で
い
る
、
プ
ラ

イ
バ
シ
ー
の
侵
害
な
ど
の
人
権
問

題
に
対
処
す
る
た
め
に
人
権
擁
護

委
員
制
度
が
設
け
ら
れ
て
お
り
、

「
育
て
よ
う　

一
人
ひ
と
り
の　

人
権
意
識
―
身
近
な
こ
と
か
ら
人

権
を
考
え
て
み
ま
せ
ん
か
」
を
平

成　

年
度
の
重
点
目
標
に
掲
げ
、

１６
活
動
し
て
い
ま
す
。

　

現
在
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等
の
新

し
い
メ
デ
ィ
ア
を
利
用
し
た
人
権

侵
害
も
発
生
し
て
い
ま
す
。

　

本
町
で
は
法
務
大
臣
よ
り
委
嘱

を
受
け
た
蓑
牟
田
慶
溢
さ
ん
、
松

尾
君
子
さ
ん
の
２
名
が
、
人
権
擁

護
委
員
と
し
て
活
動
さ
れ
て
い
ま

す
。
人
権
に
関
す
る
問
題
が
あ
り

ま
し
た
ら
、
お
気
軽
に
ご
相
談
く

だ
さ
い
。
ま
た
次
の
日
程
で
人
権

相
談
を
お
こ
な
い
ま
す
。
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〔
日
時
・
場
所
〕

　

６
月
１
日

　
　

午
前　

時
〜
午
後
３
時

１０

　
　

改
善
セ
ン
タ
ー

※
秘
密
は
固
く
守
ら
れ
ま
す
。


